
　平成２６年４月１日から消費税率が５％から８％に引き上げられたことに伴い、引き上げ分（社会保障財源化分）に

ついては、全て「社会保障施策に要する経費」に使うこととされています。

　平成２８年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

【歳　入】 　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 11,580 千円

【歳　出】 　社会保障施策に要する経費 422,932 千円

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 その他
うち地方消費税
交付金（社会保
障財源化分）

52,613 26,209 13,091 0 13,313 486

124,093 0 478 25,736 97,879 3,570

82,424 11,770 5,434 3,759 61,461 2,242

15,618 0 850 0 14,768 539

274,748 37,979 19,853 29,495 187,421 6,837

11,926 1,540 4,842 0 5,544 202

50,774 261 131 0 50,382 1,838

65,614 0 11,395 0 54,219 1,978

128,314 1,801 16,368 0 110,145 4,018

2,488 0 0 0 2,488 91

8,263 0 0 0 8,263 301

1,883 0 0 0 1,883 69

4,295 0 0 0 4,295 157

2,928 0 0 0 2,928 107

13 0 0 0 13 0

19,870 0 0 0 19,870 725

422,932 39,780 36,221 29,495 317,436 11,580

※社会保障施策に要する経費には、事務費及び人件費を除いています。
※社会保障財源化分の地方消費税交付金については、各事業に要した一般財源の比率に応じ充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当した

社会保障施策に要する経費について（平成２８年度決算）

事　　業　　名 決 算 額

財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

社

会

福

祉

障 害 者 福 祉 事 業

老 人 福 祉 事 業

児 童 福 祉 事 業

その他の社会福祉事業

小　　計

疾 病 予 防 対 策 事 業

その他の保健衛生事業

小　　計

合　　　　計

社

会

保

険

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

後期高齢者医療事業

小　　計

保

健

衛

生

救 急 患 者 輸 送 事 業

診 療 所 事 業

母 子 保 健 事 業

健 康 増 進 事 業


